
 R２－８ 

 

 

 ６月に入り、全校一斉登校、給食、午後の授業が再開されました。新型コロナウイルスの感染拡大防止

を意識しながら、今やるべき学習に熱心に取り組む、子どもたちの姿が見られます。アサガオ、ミニトマ

ト、ヒマワリ、ヘチマ、イネ、キクなど、それぞれのクラスで植物等を育て、その成長を見つめるなど、

教室の外での活動も始めました。 

 児童会でも「人と距離をとる」「密にならないように」「必ず手洗い」といった言葉を使いながら、呼

びかけを行ってくれています。人との距離を保つこと、マスクを着用すること、手洗いを徹底することを

引き続き意識しつつ、体育等では人との距離をとったうえで、マスクを外して活動するなど、熱中症予防

にも注意をはらい活動をしていきます。 

 人の往来が徐々に増えています。学校でも気を緩めるこ 

となく、感染予防対策をとって活動していきますので、引 

き続き、子どもさんの健康管理にご理解・ご協力いただき 

ますよう、お願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【７月の主な行事】  

 １日（水）２・３・４年 内科検診 

 ７日（火）学年懇談会 PTA専門委員会 

 ８日（水）４・５・６年 聴力検査 

 ９日（木）１・２・３年 聴力検査 

１３日（月）４・５・６年 クラブ 

１４日（火）地区児童会 

      全校 耳鼻科検診 

１５日（水）家族団らん家庭料理を楽しむ日 

     （生産者からの野菜配布があります） 

      PTA理事会 

１６日（木）５・６年 万引き防止教室 

２０日（月）４・５・６年 クラブ 

２９日（水）全校 眼科検診 

３１日（金）１学期終業式 

※夏期休業 ８月１日（土）～８月１７日（月） 

※会田中・四賀小合同資源物回収（８月２３日(日)）は、本年度は中止となりました。 
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感染予防に配慮しながら、学習を進めています 

家庭数配布 地区回覧 

裏面に続きます 

走る姿を動画で撮影し、見返して

います（５年） 

地域の方にご指導いただきながら、

菊栽培を始めました（６年） 
児童会の掲示板。「新しい生活様式」を意識した生活がで

きるように呼びかけを行っています。 



 

【日課・朝の健康観察の継続について】 

  四賀小学校では，全校が集まる機会を極力さけるとともに、学習リズムを整えるために、６月より、短縮 

 日課６時間授業で、全校児童が１５：２０に下校する生活を継続してきました。７月も短縮日課６時間授業 

 での生活を継続していきます。なお、毎朝行っていただいている健康観察カードによる体調確認も引き続き 

 行っていきます。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

【心のケアについて】 

  子どもたちも、大人も、これまで経験のない状況のなかで生活しています。ひさしぶりに大勢で生活する 

 ことで、これまで感じてこなかったストレスを感じている子もいると思われます。いつもと変わらない様子 

 に見えても、心に疲れをためていることも考えられます。お忙しい中ですが、お子さんの話を聴く時間を確 

 保していただくよう、お願いいたします。人に話すことで、自分の考えが整理されて、自分で解決方法に気 

 づいていくこともあります。子どもさんの様子で気になることがありましたら、何なりとご相談ください。 

 また、スクールカウンセラーが定期的に学校へ来校しています。利用希望がありましたら、お知らせくださ 

 い。 

 

【今後の学校行事について】 

  今後予定される学校行事について、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、現在、その実施につい 

 て検討しております。特に、運動会、音楽会については、授業時数の確保や、密閉・密集・密接を避ける等 

 の観点から、従来のような形での実施は不可能であると考えられるため、日時や内容の変更を検討していま 

 す。７月７日（火）の学年懇談会で状況を説明させていただきます。 

 

【新型コロナウイルス感染症対策のための助成金・支援金のご案内】 

 厚生労働省より、助成金・支援金についての周知依頼がありました。詳細は、厚生労働省ホームページでご

確認ください。 

 〇小学校休業等対応助成金（事業主向け） 

  子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇（労働 

  基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主への助成金 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 

  

 〇小学校休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕事をする方向け） 

  子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ 

  の支援金 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 

お知らせ・お願い 


